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ミ
ャ
ン
マ
ー
に
お
け
る
邦
人
殺
害
に
対
す
る
政
府
の
対
応
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
〇
七
年
九
月
に
日
本
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
長
井
健
司
さ
ん
が
ミ
ャ
ン
マ
ー
軍
兵
士
に
射
殺
さ
れ
た
事
件
（
以
下
、

「
射
殺
事
件
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
「
政
府
答
弁
書
一
」
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
三
一
八
号
）
と
「
政
府
答
弁
書
二
」

（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
三
五
九
号
）
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

「
政
府
答
弁
書
一
」
で
は
、
「
射
殺
事
件
」
に
つ
い
て
の
我
が
国
の
抗
議
に
対
す
る
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
の
回
答
に
つ
い
て

「
長
井
健
司
氏
死
亡
事
件
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
ミ
ャ
ン
マ
ー
連
邦
（
以
下
「
ミ
ャ
ン
マ
ー
」
と
い
う
。
）
政
府
か
ら
、

同
事
件
は
デ
モ
の
鎮
圧
に
際
し
て
偶
発
的
に
発
生
し
た
出
来
事
で
あ
り
、
発
砲
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
規
律
に
基
づ
い
て
行
わ
れ

て
お
り
違
法
性
は
な
く
、
ま
た
、
ソ
ニ
ー
製
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
捜
索
で
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
等

の
内
容
の
回
答
が
あ
っ
た
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
、
「
政
府
答
弁
書
二
」
で
は
、
右
答
弁
に
あ
る
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
か
ら

の
回
答
に
対
す
る
政
府
の
返
答
に
つ
い
て
「
長
井
健
司
氏
死
亡
事
件
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
政
府
と
し
て
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
連

邦
（
以
下
「
ミ
ャ
ン
マ
ー
」
と
い
う
。
）
政
府
に
対
し
、
日
本
の
警
察
当
局
の
分
析
に
よ
れ
ば
長
井
氏
は
極
め
て
至
近
距
離

か
ら
撃
た
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
ま
た
、
長
井
氏
が
ソ
ニ
ー
製
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
と
見
ら
れ
る
も
の
を

持
っ
て
倒
れ
て
い
る
写
真
を
示
し
、
本
件
の
真
相
究
明
及
び
当
該
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
を
含
め
長
井
氏
が
死
亡
し
た
と
き
に
所
持

一



し
て
い
た
す
べ
て
の
所
持
品
の
返
還
に
つ
い
て
申
入
れ
を
継
続
し
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
の
答
弁
か

ら
す
る
と
、
「
射
殺
事
件
」
の
真
相
究
明
及
び
ソ
ニ
ー
製
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
を
含
め
長
井
健
司
氏
が
死
亡
前
に
所
持
し
て
い
た

所
持
品
（
以
下
、
「
所
持
品
」
と
い
う
。
）
を
求
め
る
我
が
国
と
、
「
射
殺
事
件
」
へ
の
責
任
及
び
「
所
持
品
」
の
持
ち
帰

り
を
否
定
す
る
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
と
で
堂
々
巡
り
の
議
論
が
続
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
が
、
二
〇
〇
八
年
一
月
二
十
九
日

現
在
、
「
射
殺
事
件
」
及
び
「
所
持
品
」
に
つ
い
て
の
我
が
国
と
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
の
交
渉
（
以
下
、
「
交
渉
」
と
い

う
。
）
は
、
「
射
殺
事
件
」
が
発
生
し
て
四
カ
月
強
の
今
に
至
っ
て
も
、
何
ら
前
進
を
見
せ
て
い
な
い
の
が
現
実
で
は
な
い

の
か
。

二

「
射
殺
事
件
」
が
発
生
し
て
か
ら
、
我
が
国
が
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
対
し
て
発
動
し
た
制
裁
措
置
に
は
ど
の
様
な
も
の
が
あ
る

か
、
全
て
説
明
さ
れ
た
い
。

三

政
府
は
「
射
殺
事
件
」
を
風
化
さ
せ
る
考
え
か
。

四

政
府
が
「
射
殺
事
件
」
を
風
化
さ
せ
る
考
え
は
な
い
の
な
ら
、
ま
た
、
「
交
渉
」
が
行
き
詰
ま
っ
て
い
る
現
状
を
見
る

時
、
改
め
て
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
対
す
る
更
な
る
制
裁
措
置
の
発
動
を
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
「
政
府
答
弁
書
二
」
で
は
、

「
長
井
健
司
氏
死
亡
事
件
に
つ
い
て
は
、
長
井
氏
の
御
家
族
に
対
し
随
時
状
況
の
説
明
を
行
い
つ
つ
、
我
が
国
政
府
と
し

二



て
、
事
件
の
真
相
究
明
及
び
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
を
含
め
長
井
氏
が
死
亡
し
た
と
き
に
所
持
し
て
い
た
す
べ
て
の
所
持
品
の
返
還

に
つ
い
て
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
に
対
し
現
在
も
申
入
れ
を
継
続
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
長
井
健
司
氏
死
亡
事
件
を
受
け
て
の
我
が
国
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
へ
の
対
応
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い

て
は
、
我
が
国
政
府
の
申
入
れ
を
踏
ま
え
た
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
の
対
応
を
見
極
め
た
上
で
、
慎
重
に
検
討
す
べ
き
も
の
と
考

え
て
い
る
。
」
と
、
長
井
健
司
氏
の
御
遺
族
に
「
交
渉
」
の
状
況
を
説
明
し
な
が
ら
も
、
あ
く
ま
で
制
裁
措
置
の
発
動
に
慎

重
で
あ
る
べ
き
と
の
考
え
を
示
し
て
い
る
が
、
「
交
渉
」
が
進
展
を
見
せ
な
い
今
、
更
な
る
制
裁
措
置
を
発
動
す
べ
き
で
は

な
い
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


